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修学支援新制度の見直しについて

（令和5年2月_文部科学省より全専各連へ情報提供）
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骨太方針2022等を受けた奨学金制度の改正の方向性について

●修学支援新制度の拡大

〇 支援の「第４区分」（図参照）を設ける。所得基準と支援額は、高等学校等就学支援金の例を参考に今後政府
において検討。

〇 支援対象については、多子世帯の支援は、現に扶養する子供が３人以上の世帯とし、理工農系の支援において
は、国公立より私立の方が授業料などの負担が重い実態を踏まえる（財源確保の状況とのバランスをふまえ要検討）。

〇 理工農系の要素が含まれる学際分野（※）も対象とする。
※ 例えば経済学と工学の学問分野をバックグラウンドに設置されるデータサイエンス関係の学部も対象になる。

〇 機関要件を厳格化し、大学・短大・高専にあっては直近３年度全ての収容定員８割未満、専門学校にあっては
５割未満の学校を対象外とする。ただし、直近の進学・就職率が９割を超える大学・短大・高専や、地域の経済
社会にとって重要な専門人材の育成に貢献していると都道府県知事が認める※専門学校は対象とする。
※ 各都道府県知事等の判断にあたっては、例えば、他の教育機関による代替の困難性や卒業生の地元就職率など、国として一定の判断基準を示す。

6



7

Ａ

Ｂ

Ａ

直近３年度全ての経
常収支差額がマイナス

Ｃ

直近３年度全ての「収
容定員充足率」が８割

未満

Ｂ

直近年度の「運用資産
－外部負債」がマイナス

機関要件の厳格化の素案（イメージ図）

＜現行の経営要件＞

◆要件を満たさない範囲の該当学校数◆

＜見直し案のイメージ＞

大学・短大・高専： 4校、専門学校：11校

大学・短大・高専：26校、専門学校：46校

大学・短大・高専：118校、専門学校：239校
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D1（大学・短大・高専の場合）：
直近３年度全ての「収容定員充足率」が８割未満
但し、直近の「収容定員充足率」が５割未満に該当しない場合であって
直近の進学・就職率が９割を超える場合、確認取消を猶予
D1’：直近の「収容定員充足率」が５割未満

D2（専門学校の場合）：
直近３年度全ての「収容定員充足率」が５割未満
但し、地域の経済社会にとって重要な専門人材の育成に貢献していると設置
認可権者である都道府県知事等が認める場合は、確認取消を猶予
※精緻な判断基準を設定（例えば、他の教育機関による代替の困難性や卒業生
の地元就職率 など）

D1

D1’

D2

118

15

注：導入時期等については、対象校が見直し後の基準に対応するために必要な期間を確保できるよう留意。
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修学支援新制度の見直しを受け、学校で点検をいただきたい事柄

（１）中間層への拡大
設置分野の確認（「工業関係分野」「農業関係分野」）
→ R５年５月頃、機関要件の確認申請書提出依頼。８月に
確認校リスト公表。この中で対象校を公表。

「情報関係」の学科の対応
→ 設置基準の見直し（次のページ）。これを受けた「工業
関係分野」への設置目的等の見直し。
確認校として公表はR５年度末に向けて。

（２）機関要件の厳格化
機関要件（特に定員充足率）を満たすか。改めてチェックを。
（定員充足率が3年連続5割未満の学校の場合、定員の見直し
を行い、都道府県へ定員変更の届出を行うことを検討も。）
猶予要件を満たすか。必要に応じ、定員の見直しも視野。
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2024.
3
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（参考）今後のスケジュール（案）

都道府県向け説明
省令改正？

【新要件】確認申請書提出（学校→都道府県）

都道府県において確認
R7確認校リスト公表（新要件に基づく）

（所轄庁（都道府県）・専門学校） （文部科学省）

R6確認校リスト公表（旧要件に基づく）

【旧要件】確認申請書提出（学校→都道府県）

都道府県において確認

(1)中間層への拡大
（支援拡大対象となる理工農分野の学科の公表）
※新設学科や情報関係学科の工業関係分野への
変更については年度末頃まで受付

(2)機関要件の厳格化
（新要件に基づく機関要件確認校の公表）


